
北九州市空家等対策計画　施策体系（案）

■現行計画の施策体系 ■改正案の施策体系 ■改正案における取り組みイメージ

資料５

（１）空家等の適切な管理の促進

①空家等所有者等への意識啓発

（２）空家等及び跡地の活用促進

①空き家の流通促進

※所有者不明土地対策関連の【〇号】は所有者不明土地法第45条2項に定める計画記載事項の各号に対応

②空家等・跡地の活用方法に関する情報提供

（３）特定空家等に対する措置及びその他の対処

①老朽化した空き家の除却促進

②特別措置法・条例に基づく措置の実行

②地域・団体等と連携した管理の促進

（４）住民等からの空家等に関する相談への対応

②地域との連携による情報収集

③関係団体・事業者との連携

①相談窓口のワンストップ化

（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

①所有者への啓発による空き家・空き地の発生予防

●住宅・土地の所有者への周知・啓発

②空き家・空き地の適切な管理による老朽化予防

●空き家・空き地所有者への周知・啓発

（２）空き家・空き地の活用促進

①空き家の流通・活用促進

●空き家の流通・活用機会の充実

●住宅ストックの質の向上

●住み替え施策との連携

②空き家・空き地の活用に関する情報提供の充実

●空き家の活用に関する情報提供

（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

①老朽空き家の除却等の推進

●老朽空き家の把握

●老朽空き家の除却等対策の推進

●特定空家等、管理不全空家等に対する措置

（４）空家等に関する対策の実施体制

①官民連携による空家等対策の推進

●官民連携による空家等対策の推進

②相談窓口のワンストップ化

●相談窓口の充実

1-1-1：固定資産税納税義務者への空家等に関するチラシの送付

1-1-2：空き家等に関する出前講演やセミナー相談会の開催

1-1-3：相続や住まいの終活等の将来の備えに関する周知啓発

1-2-1：空き家の相談窓口〈市役所・区役所〉

1-2-2：リーフレットによる情報提供

1-2-3：空き家に関する出前講演やセミナー相談会の開催

3-1-3：立ち入り調査の実施

3-1-4：適正管理に関する助言・指導の実施

2-1-1：空き家バンク【拡充】

2-1-3：空き家を活かす地域共生マッチング事業 → 空き家管理・マッチング

2-1-2：マイホーム借上げ制度の情報提供

2-1-4：面的対策推進事業【拡充】

2-1-5：空家等活用促進区域

2-1-8：空き家リノベーション促進事業 → 空き家活用応援補助金

2-1-6：住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業〈建築指導課〉

2-1-7：インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険の情報提供〈福岡県〉

2-1-9：住むなら北九州移住推進事業〈住まい支援室〉

2-1-10：立地適正化に基づく居住誘導区域への住み替え支援〈都市計画課〉

2-2-1：空き家の相談窓口〈市役所・区役所〉【再掲】

2-2-2：リーフレットによる情報提供【再掲】

2-2-3：空き家等に関する出前講演やセミナー相談会の開催【再掲】

3-1-1：相談窓口における情報提供による空き家の把握

3-1-2：官民連携による所有者探索（司法書士やインフラ事業者との連携等）

3-1-5：老朽空き家等除却促進事業

3-1-6：財産管理制度の活用／市による財産管理人選任請求

3-1-7：特定空家等に関する対策フロー

3-1-9：管理不全空家等に関する対策フロー

3-1-8：特定空家等に対する勧告、命令、行政代執行・緊急代執行の実施

4-1-2：専門家団体との連携協定／関係団体と連携した相談体制

4-1-3：空家等管理活用支援法人制度の活用

4-1-1：空き家管理事業者・協力団体等の情報提供

4-2-1：区役所の相談窓口、市役所の総合相談窓口の機能充実

4-2-2：庁内関係部局との情報の共有・管理

　 「所有者不明土地対策計画」として位置づけ

●所有者不明土地の管理適正化等に向けた情報提供
3-2-1：確知所有者への適正管理・活用に関する情報提供の充実【３号】

3-2-2：低未利用地所有者への情報提供の充実による所有者不明土地発生の抑制【５号】

3-2-3：所有者不明土地対策・普及啓発における官民連携体制の充実【６，７号】●所有者不明土地の活用

3-2-4：地域福利増進事業の促進に向けた情報提供の充実【２号】

3-2-5：地域福利増進事業の促進に向けた所有者探索の充実【４号】

●管理不全所有者不明土地に対する措置

3-2-6：管理不全所有者不明土地に関する対策フロー

3-2-7：管理不全所有者不明土地に対する勧告・命令・行政代執行・略式代執行【６号】

3-2-8：空家等の適切な管理等に関する条例の改定

②所有者不明土地対策の推進
3-1-10:管理不全空家等に対する勧告の実施

現行計画策定後からの取り組み 現行計画に記載のない取り組み

●空家等の適切な管理に関する助言・指導


